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 関係団体 御中 

 

 

                             京都府健康福祉部 

 

 

医療機関等向け物価高騰対策・処遇改善等推進事業実施のお知らせ 

（令和７年 12月補正予算） 

 

 

 京都府では、長期化する物価高騰への対応や医療機関職員等の処遇改善を推進するた

め、下記のとおり支援事業の実施を予定しておりますので、お知らせします。 

 貴団体におかれましては、関係施設(団体)に御周知いただくようよろしくお願いしま

す。 

 

 

記 

 

１ 交付対象施設 

 （１）物価高騰対策事業 

ア 光熱費支援事業（病院・診療所、助産所、施術所、歯科技工所） 

イ 食材費支援事業（病院・診療所） 

ウ 医療材料費支援事業（診療所、助産所、施術所、歯科技工所） 

 （２）医療機関処遇改善等推進事業（診療所、訪問看護ステーション） 

 

   ・国、地方公共団体その他公的機関の場合は、基準額に 1/2を乗じて得た額を基準

額とする。（(1)ア及びイ） 

   ・地方公共団体の一般会計で直接運営する施設を除く（(1)ア及びイ） 

   ・病院については、国から直接支給となる。（(1)ウ及び(2)） 

 

２ 交付概要 

   別添「事前告知」のとおり 

 

３ 申請受付等 

   申請受付窓口を別途設置する予定としております。 


